第１号様式（第３条関係）

年度県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金交付申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　　号
                                                      　　　　　年　　月　　日


　大分県知事　　　　　　　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  所  在   地
事業者名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　


年度において、下記のとおり県産加工食品高付加価値化等支援事業を実施したいので、補助金　　　　　　円を交付されるよう、県産加工食品高付加価値化等支援事業費補助金交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

　１　事業完了予定年月日　　　　　年　　月　　日

  ２　添付書類
（１）事業計画書（第２号様式）
　（２）収支予算書（第３号様式）
（３）暴力団排除に関する誓約書（第４号様式）
（４）申請者の概要がわかる資料（パンフレットやＨＰの写し等）
（５）定款の写し（法人の場合のみ）
（６）事業の概要がわかる資料
（７）直近１年の決算書の写し（個人事業主の場合は「確定申告書の全部写し」）
（８）見積書又はこれに代わるものとして知事が認める資料の写し
（９）（賃上げ枠で申請する場合）賃金増加率計算書（第５号様式）及び交付申請時点で直近１か月分の賃金台帳の写し
（10）その他知事が必要と認める書類

別紙１（第１号様式関係）

添　付　省　略　書



  大分県知事　　　　　　殿



　以下の書類は、事業実施（変更）計画申請時に添付し、承認されたものと変更がなく同一のものであるため、今回の交付申請時には添付を省略いたします。



　　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所   在   地
事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　

                            記

　　　　１　事業計画書
　　　　２　収支予算書
３　暴力団排除に関する誓約書
４　申請者の概要がわかる資料（パンフレットやHPの写し等）
５　定款の写し（法人の場合のみ）
６　事業の概要がわかる資料
７　直近１年の決算書の写し（個人事業主の場合は「確定申告書の全部写し」）
８　見積書又はそれに代わるものとして知事が認めるものの写し





第５号様式（第３条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【賃上げ枠のみ】

賃金増加率計算書（当初・変更）

	交付申請時点で直近１か月の賃金台帳
	令和　　年　　月分

	賃金引上げ予定日
	令和　　年　　月　　日

	引き上げた賃金の最初の支給日
（交付申請日以降）
	令和　　年　　月　　日



	
	従業員氏名
	Ａ　賃上げ前賃金等単価
（支給済）
	Ｂ　賃上げ後賃金等単価
（予定）
	Ｂ／Ａ

	
	
	月給
（円）
	日給
（円）
	時間給
（円）
	月給
（円）
	日給
（円）
	時間給
（円）
	賃    金
増 加 率
（％）

	１
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	

	６
	
	
	
	
	
	
	
	

	７
	
	
	
	
	
	
	
	

	８
	
	
	
	
	
	
	
	

	９
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	


※賃上げ枠を選択する場合は、全従業員（役員報酬等を受ける役員を除く。）に支払った賃金のうち、基本給に該当するもの（残業代や賞与、各種手当、福利厚生費や退職金を除く。）を平均１．５％以上引上げ、かつ、申請年度の４月１日から事業完了日又は申請年度の１月末日のいずれか早い期日までに支払いを完了させること。条件を満たさない場合には、第４条（１）による変更手続きを経ること。
※全従業員（交付申請時点で提出する賃金台帳に記載のある従業員）を対象とすること。ただし、実績報告時に賃金増加率計算表を作成する場合、採用、退職又は雇用形態の変更（日給・時間給から月給への変更等）若しくは休職等（病気休職、育児休業又は部分休業等）により、交付申請時点で提出した賃金増加率計算表と比較できない従業員について、別紙２に記入し、報告すること。
※基本給が最低賃金を下回っている場合は、最低賃金の計算に含む諸手当を明示するなど、最低賃金を下回っていないことを証明する書類を提出すること。
※「Ａ　賃上げ前賃金等単価（支給済）」欄には、交付申請時点で直近１か月分の賃金台帳をもとに、賃金等単価（月給・日給・時間給）を記入すること。
※「Ｂ　賃上げ後賃金等単価（予定）」欄には、引上げ後の賃金等予定単価（月給・日給・時間給）を記入すること。
※すべての従業員に対して支払う賃金において、賃金増加率計算表に含まれない各種手当て等の引下げがされていないか賃金台帳等で確認のうえで最終的に判断する。
※実績報告時に賃金増加率計算表を作成する場合、この表中の「賃上げ後賃金等単価（予定）」を「賃上げ後賃金等単価（支給済）」に、「賃上げ後月額賃金（予定）」を「賃上げ後月額賃金（支給済）」にそれぞれ読み替え、直近1か月の賃金をそれぞれ記入すること。



























